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１資料出典：令和4年6月17日 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会 資料をもとに道作成



自立相談事業について

資料出典：令和4年6月17日 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会 資料 ２
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道内町村部の相談内容における課題の特性

○ 新型コロナの流行により、新規相談件数は令和２年度は令和元年度の約２倍（全道では３倍弱）に増加し、
令和３年度も同程度となっている。

○ 令和元年度と比較し、「収入・生活費」に関する相談が急増。令和２年度は「家賃やローンの支払い」に関する
相談が大きく増加。

資料出典：生活困窮者自立支援統計システムより抽出



生活福祉資金特例貸付について

・令和２年３月末から道社協が実施してきた生活福祉資金特例貸付は、令和４年7月末時点で約１３．８万件、

約５００億円が利用された。令和４年９月末で、申請受付を終了。

令和４年８月末時点の貸付実績
緊急小口資金 62,052件 115億3,063万6千円

総合支援資金 75,699件 383億3,851万6千円

合 計 137,751件 498億6,915万2千円

４

・令和５年１月から、順次償還が開始されることを踏まえ、各市町村社協に専門の相談員を配置し、償還困難

な方に対する相談対応を行っていくこととしており、自立相談支援機関や福祉事務所（生活保護）など様々な

制度や機関につなぎを実施。



生活困窮者支援体制を構築するためのプラットフォーム整備

５
資料出典：厚生労働省「生活困窮者支援体制を構築するためのプラットフォーム整備」 説明資料



・原油価格の高騰等により、光熱水費や食費等、様々な支出が増加。
・高齢者及び障がい者世帯は、年金などの収入が定額で固定されている世帯が中心であるとと
もに、就業等による対応も困難なケースも想定され、物価高騰による影響が特に大きい。

現状と課題

道の対応

低所得の高齢者及び障がい者世帯を対象とした、物価高騰の影響緩和を行う市町村の取組み
に対して、国の総合緊急対策の趣旨を踏まえ、臨時交付金を活用した支援を実施

事業概要

対象世帯 令和４年度住民税非課税の高齢者世帯及び障がい者世帯
（該当世帯のうち生活保護を受給中の世帯含む）
※支給対象者は地域の実情を踏まえて市町村が決定

実施主体 市町村

交付基準額 １世帯当たり12,000円

補助率 １／２以内
※市町村でも市町村負担分に臨時交付金を充当可能

補助対象経費 対象世帯への支給金品
（事務費は補助対象外）

予算額 1,885,434千円

事業スキーム

北海道

市町村

対象世帯

②補助金（1/2以内補
助）
１世帯あたり6,000円

（最大）

①金品の支給
支給額は市町村ごとに
設定

物価高騰を踏まえた生活困窮世帯への給付事業について

道では、コロナ禍における物価高騰を踏まえた国の緊急経済対策を受け、市町村と協力し、
特に影響が大きい住民税非課税世帯の高齢者及び障がい者世帯への給付事業を実施。

６



生活困窮世帯への支援に関する課題について

７

〇 道では、道民の方々の住所や所得情報、課税情報等を所持していないため、道民に対し、

直接の給付を速やかに行うことが困難。

〇 一方で、各市町村においては、住民税非課税世帯や子育て世帯等への給付事業など、

多数の給付金を担当しており、新たな事業の実施を行うマンパワーが不足。

そのため、物価高騰を踏まえた支援事業の実施についても様々なご意見があったところ。

〇 また、生活困窮世帯の区切り方として、「住民税非課税」という基準が多く用いられ、

住民税非課税世帯や子育て世帯のみに給付が集中して行われることに対する不公平感に

ついても様々な意見がある。

⇒ 「生活困窮」の基準や支援方法について、検討が必要。


